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議第22号

京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例の制定

について

　京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。

令和４年２月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例

　京都市大学のまち交流センター条例の一部を次のように改正する。

　別表第１講義室及び第２講義室の項中「10,260」を「15,390」に，「15,190」 

を「22,780」に改め，同表第３講義室の項中「7,010」を「10,510」に，

「10,370」を「15,550」に改め，同表第４講義室の項中「4,190」を「6,280」

に，「6,390」を「9,580」に改め，同表第１演習室，第２演習室，第３演習

室，第４演習室及び第５演習室の項中「1,570」を「2,350」に，「2,300」を

「3,450」に改め，同表第１会議室の項中「11,000」を「16,500」に，「14,660」 

を「21,990」に，「19,170」を「28,750」に改め，同表第２会議室及び第３会

議室の項中「6,390」を「9,580」に，「8,480」を「12,720」に，「11,200」を

「16,800」に改め，同表ホールの項中「12,670」を「19,000」に，「16,970」

を「25,450」に，「22,410」を「33,610」に改め，同表和室の項中「3,350」

を「5,020」に，「4,500」を「6,750」に，「5,970」を「8,950」に改め，同表

第１講習室の項中「2,610」を「3,910」に，「3,870」を「5,800」に改め，同

表第２講習室，第３講習室及び第４講習室の項中「2,300」を「3,450」に，

「3,450」を「5,170」に改め，同表第５講習室，第６講習室，第７講習室及

び第８講習室の項中「1,990」を「2,980」に，「3,030」を「4,540」に改める。

附 則
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（施行期日）

１　この条例は，令和４年６月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例に

よる。

提案理由

　使用料の適正化を図る必要があるので提案する。


